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　日ごろから、自分の健康管理に気を配り、生活習慣病にならないために、生活習慣の改善を行い、メタボリ
ックシンドロームを予防・改善しようという新しい健康と保健指導です。
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　これまで市町村が実施している基本検診と保健指導は、特定検診・特定保健指導に変わり、みなさんが加入
している医療保険者〔国保・政管健保・共済組合・組合健保他〕が実施することになります。なお、後期高齢
者医療制度に加入されている方は、お住まいの市町村で特定検診に準じる検診を受けていただくことになり
ます。
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メタボリックシンドロームに着目
した検診を行い、その結果に応じ
て生活習慣を改善するための保健
指導を行い、生活習慣病の有病者
・予備群を減らします

���
病気と生活習慣との関連を
理解し生活習慣の改善を自
ら行えるように支援します

���
40歳～74歳までのすべての
方が対象となります


